
 
 
 

六 ヶ 所 監 第 ６ 号 
平成２０年８月２２日 

 
六ヶ所村長 古川 健治 様 

 
六ヶ所村監査委員 沼 尾 助 與 

六ヶ所村監査委員 橋 本 喜代二 

 
平成１９年度財政健全化審査意見書について 

 
 地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項の規定により、審査に付さ

れた平成１９年度健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類に

ついて、次のとおり意見書を提出します。 



 平成１９年度 財政健全化審査意見書 

 

六ヶ所村監査委員 沼尾 助與 

六ヶ所村監査委員 橋本喜代二 

 

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項の規定により、審査に付さ

れた平成１９年度実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比

率並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類を審査した結果は次のとおりで

ある。 

 

１ 審査の対象 

  実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率並びにその

算定の基礎となる事項を記載した書類。 

 

２ 審査の期間 

  平成２０年８月１日から平成２０年８月８日まで 

 

３ 審査の概要 

  この財政健全化審査は、村長から提出された健全化判断比率及びその算定の基礎

となる事項を記載した書類が適正に作成されているかどうかを主眼として実施し

た。 

 

４ 審査の結果 

  審査に付された下記、健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した

書類は、いずれも適正に作成されているものと認められる。 

 

記 

 

 比 率 名 平成１９年度 早期健全化基準 

① 実質赤字比率 ―  （％） １３．５５（％） 

② 連結実質赤字比率 ―  （％） １８．５５（％） 

③ 実質公債費比率 ５．０（％） ２５．０（％） 

④ 将来負担比率 ―  （％） ３５０．０（％） 

 ※実質赤字額又は連結実質赤字額がない場合及び実質公債費比率又は将来負担比

率が算定されない場合は「－」を記載している。 



（単位：％）

地方公共団体
コード

都道府県名 市区町村名 実質赤字比率 連結実質赤字比率 実質公債費比率 将来負担比率

024112 青森県 六ヶ所村 - - 5.0 -

団体区分

（単位：％）

標準財政規模
（千円） うち臨時財政対策債

発行可能額

早期健全化基準 13.55 18.55 25.0 350.0

8,830,647 183,056 財政再生基準 20.00 40.00 35.0

Ver.1.0.3

総括表①　健全化判断比率の状況　（平成19年度）



Ver.1.0.3 団体名

（単位：千円）

会　　計　　名 実質収支額 （分母比） 会　　計　　名 資金不足・剰余額 （分母比）

一般会計 162,353 1.8 水道事業特別会計 489,211 5.5

定住促進特別会計 1 0.0

土地区画整理特別会計 705 0.0

一
法

般
適

会
用

計
企

等
業

小　　　計 163,059 1.8

標準財政規模 8,830,647 100.0

実質赤字比率　（％） -1.84 ※

農業集落排水事業特別会計 1,702 0.0

会　　計　　名 実質収支額 下水道事業特別会計 3,408 0.0

国民健康保健事業（事業勘定） 36,128 0.4

国民健康保健事業（直診勘定） 31,320 0.4

老人保健特別会計 573 0.0 法
介護保険特別会計 3,000 0.0

非

適

用

企

業

※　実質収支又は連結実質収支が黒字である場合、

　「実質赤字比率（％）」又は「連結実質赤字比率（％）」は負の値で表示されます。 合　　　　　計 728,401 8.2

標準財政規模（再掲） 8,830,647 100.0

連結実質赤字比率　（％） -8.24 ※

一
般
会
計
等
に
属
す
る
特
別
会
計

一
般
会
計
等
以
外
の
特
別
会
計
の
う
ち

公
営
企
業
に
係
る
特
別
会
計
以
外
の
会
計

青森県六ヶ所村

宅
地
造
成
事
業

宅
地
造
成
事
業

宅
地
造
成
事
業
以
外

宅
地
造
成
事
業
以
外

総括表②　連結実質赤字比率等の状況　（平成19年度）



団体名

Ver.1.0.3

（単位：千円）

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫
公債費充当一般
財源等額（繰上
償還額及び満期
一括償還地方債
の元金に係る分
を除く）

満期一括償還地
方債の１年当た
りの元金償還金
に相当するもの
（年度割相当
額）等（３①表
「オ」欄の数値
を転記）

公営企業に要す
る経費の財源と
する地方債の償
還の財源に充て
たと認められる
繰入金（３②表
「合計※」欄の
数値を転記）

一部事務組合等
の起こした地方
債に充てたと認
められる補助金
又は負担金

公債費に準ずる
債務負担行為に
係るもの

一時借入金の利
子

災害復旧費等に
係る基準財政需
要額

標準税収入額等 普通交付税額 臨時財政対策債
発行可能額

事業費補正によ
り基準財政需要
額に算入された
公債費

事業費補正によ
り基準財政需要
額に算入された
公債費（準元利
償還金に係るも
のに限る。）

平成17年度 313,341 215,678 171,346 819 1,521 101,659 7,809,617 224,102 43,999 210,966 

平成18年度 371,680 240,011 180,690 620 1,178 120,790 6,465,759 201,788 47,525 226,424 

平成19年度 362,650 272,145 182,230 423 4,712 152,500 8,647,591 183,056 39,315 240,778 

⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰
災害復旧費等に
係る基準財政需
要額（準元利償
還金に係るもの
に限る。）

密度補正により
基準財政需要額
に算入された元
利償還金

密度補正により
基準財政需要額
に算入された準
元利償還金（地
方債の元利償還
額を基礎として
算入されたもの
に限る。）

地方財政法第５
条の４第１項第
２号の規定に基
づき総務大臣が
定める額（算入
公債費の額）
（特別区のみ記
入）

地方財政法施行
令第12条の規定
に基づき総務大
臣が定める額
（算入準公債費
の額）
（特別区のみ記
入）

平成17年度 337 2,053 6,814 平成17年度 4.39335

平成18年度 337 1,963 6,765 平成18年度 6.23230

平成19年度 337 1,853 6,751 平成19年度 4.53714

（参考）

ＰＦＩ事業に係る
債務負担行為に係
るもの（省令第７
条第１号）

いわゆる五省協定
等により、利便施
設及び公共施設を
買い取るために
行った債務負担行
為に係るもの（省
令第７条第２号）

国営土地改良事業
並びに旧独立行政
法人緑資源機構、
独立行政法人水資
源機構及び独立行
政法人環境再生保
全機構の行う事業
に対する負担金
（省令第７条第３
号）

地方公務員等共済
組合が建設した職
員住宅等の無償譲
渡を受けるために
支払う賃借料（省
令第７条第４号）

社会福祉法人が施
設の建設のために
借り入れた借入金
の償還に対する補
助（省令第７条第
５号）

その他これらに準
ずると認められる
もの（省令第７条
第６号）

利子補給に係るも
の（政令第11条第
４号）

平成17年度 819 

平成18年度 620 

平成19年度 423 

⑤の内訳

青森県六ヶ所村

実質公債費比率
（単年度）

実質公債費比率
（３カ年平均）

5.0

総括表③　実質公債費比率の状況（平成19年度）



Ver.1.0.3
団体名

将来負担額
（単位：千円）

地方道路公社 土地開発公社 第三セクター等

4,761,375 0 5,304,896 1,168,040 1,263,225 0 0 0 0 0 0

（分母比） 57 63 14 15

充当可能財源等
（単位：千円）

うち都市計画税

8,864,941 947,852 0 5,393,368

（分母比） 106 11 64

149 181 -32 

-32.2 

105 5 1008,830,647

-

将来負担比率　（％）

8,389,113

-2,708,625

441,534

15,206,161

算入公債費等の額　Ｄ

Ａ　－　Ｂ

Ｃ　－　Ｄ

充当可能基金
充当可能
特定歳入

標準財政規模　Ｃ

12,497,536

基準財政需要額
算入見込額

地方債の現在高

将来負担額　A 充当可能財源等　Ｂ

債務負担行為に
基づく支出予定額

公営企業債等
繰入見込額

組合等
負担等見込額

退職手当
負担見込額

青森県六ヶ所村

組合等連結実質
赤字額負担見込額

連結実質
赤字額

設立法人の
負債額等

負担見込額

―

総括表④　将来負担比率の状況 （平成19年度）

―

＝ ＝



 

 

六 ヶ 所 監 第 ７ 号 

平成２０年８月２２日 

 

六ヶ所村長 古川 健治 様 

 

六ヶ所村監査委員 沼 尾 助 與 

六ヶ所村監査委員 橋 本 喜代二 

 

平成１９年度経営健全化審査意見書について 

 

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律第２２条第１項の規定により、審査に付

された平成１９年度資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類に

ついて、次のとおり意見書を提出します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



平成１９年度 経営健全化審査意見書 

 

六ヶ所村監査委員 沼尾 助與 

六ヶ所村監査委員 橋本喜代二 

 

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律第２２条第１項により、審査に付された

平成１９年度資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類を審査し

た結果は次のとおりである。 

 

１ 審査の対象 

  資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類。 

 

２ 審査の期間 

  平成２０年８月１日から平成２０年８月８日まで 

 

３ 審査の概要 

  この経営健全化審査は、村長から提出された資金不足比率及びその算定の基礎と

なる事項を記載した書類が適正に作成されているかどうかを主眼として実施した。 

 

４ 審査の結果 

  審査に付された下記、資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書

類は、いずれも適正に作成されているものと認められる。 

 

記 

 

 比 率 名 平成１９年度 経営健全化基準 

① 資金不足比率 ― （％） ２０．０（％） 

※資金不足がない場合は「－」を記載している。 



ver. 1.042

都道府県名 団体コード 団体区分 （単位：千円）

(1) 　 (2) (3) (4) (5) (10)  (12) 資金不足比率 標準財政規模比

a-b-c (-d)
流動負債 a

控除未払
金等 b

控除額 c
土地前受

金 d

算入地方債 e-f-g (-h)
流動資産  e 控除財源  f 控除額  g

土地評価
差額  h

地方債残高 長期借入金
営業収益の額－

受託工事収益の額
うち指定管理
者利用料金

事業の規模
（(９)/(１２)、％） （(８)/(ｘ)、％）

水道事業特別会計 8,093 8,093 497,304 497,304 ▲ 489,211 489,211 - 235,666 235,666 - 5.7

0 0 0 0 - 0 - -

0 0 0 0 - 0 - -

0 0 0 0 - 0 - -

0 0 0 0 - 0 - -

0 0 0 0 - 0 - -

0 0 0 0 - 0 - -

0 0 0 0 - 0 - -

0 0 0 0 - 0 - -

0 0 0 0 - 0 - -

0 0 0 0 - 0 - -

0 0 0 0 - 0 - -

0 0 0 0 - 0 - -

0 0 0 0 - 0 - -

0 0 0 0 - 0 - -

0 0 0 0 - 0 - -

0 0 0 0 - 0 - -

0 0 0 0 - 0 - -

0 0 0 0 - 0 - -

(1) (2) (3) (3') (4) (5) (10)  (12) 資金不足比率 標準財政規模比

歳出額 算入地方債
s-t1-t2-
t3-t4-t5+t' 歳入額 s

継続費逓次
繰越額　t1

繰越明許費
繰越額　t2

事故繰越
繰越額　t3

事業繰越
額　t4

支払繰延
額　t5

t1～t5に係る
未収入特定財
源　t'

土地収入
見込額

地方債残高 長期借入金
営業収益の額－

受託工事収益の額
うち指定管理
者利用料金

事業の規模
（(９)/(１２)、％） （(８)/(ｘ)、％）

農業集落排水事業特別会計 ⑫ 82,198 83,900 83,900 ▲ 1,702 1,702 - 41,812 41,812 - 0.0

下水道事業特別会計 ⑫ 1,736,016 1,739,424 1,747,724 83,037 80,463 155,200 ▲ 3,408 3,408 - 7,954 7,954 - 0.0

0 0 0 - 0 - -

0 0 0 - 0 - -

0 0 0 - 0 - -

0 0 0 - 0 - -

0 0 0 - 0 - -

0 0 0 - 0 - -

0 0 0 - 0 - -

0 0 0 - 0 - -

0 0 0 - 0 - -

0 0 0 - 0 - -

0 0 0 - 0 - -

0 0 0 - 0 - -

0 0 0 - 0 - -

0 0 0 - 0 - -

0 0 0 - 0 - -

0 0 0 - 0 - -

0 0 0 - 0 - -

※(8)は、連結実質赤字比率の算定に用いる額（資金不足額は負の値で表示）であり、(9)は、資金不足比率の算定に用いる額（資金不足額は正の値で表示）である。 合　計 494,321 5.7

024112六ヶ所村

宅
地
造
成
事
業
以
外

宅
地
造
成

(6)令３条１項の額
・令４条の額
(1)+(2)-(3)

市町村・一部事務組合名

法
適
用
企
業

特別会計名

青森県

(9)企業ごとの
資金不足額
・剰余額※

(8)資金不足
額

・剰余額 ※
(6)-(7)

宅
地
造
成
事
業
以
外

宅
地
造
成

(8)資金不足額
・剰余額 ※

(6)-(7)

事業
区分

(11)
資本＋負債
宅造のみ

(7)解消可能
資金不足額

(11)
資本＋負債
宅造のみ

(6)令３条１項の額
・令４条の額
(1)+(2)-(3)

法
非
適
用
企
業

２①表　公営企業会計に係る資金不足額等

(7)解消可能
資金不足額

(9)企業ごとの
資金不足額
・剰余額※

標準財政規模　(ｘ) 8,647,591

特別会計名
事業
区分
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